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都市政策の総合性に対する市町村都精十画審議会の活用可能性に関する考察

A study on出e possibility to utilize the municipal city plan凶ng council toward integrated policy 

吉武哲信＊・ 斎藤轍＊＊・梶原文男＊料 ・ 出口近士＊

Tetsunobu Yoshitakげ，Shiori Saitoh**, Fumio k司iwarョ＊＊＊ and Chikashi Deguchi* 

百甘S paper aims at investigating the possibility to utilize municipal city planning councils (Shingi-ka1) to consider 
various issues 陀：gardless血ey m宅cove閃d by city planning law or not. A questionnaire survey was conducted for the 
municipalities with population over I 00由ous飢ds, including Tokyo wards.百1e survey clarified I) ca.82% municipal 
city co叩cils practically discuss not only the city planning decision issues but also other issues beyond the city 
planning law, 2) ca36% corresponding officials of出e councils reco伊iz.e the necessity of ce巾in organization to 
discuss comprehensive issues. 3) 3併もmunicipalities, such comprehensive issues are discussed in ciがcomprehensive
planning councils or other committees. 4）百1e potential of city planning councils, and the difficulties わ provide
legal/practical basis for the councils were 陀V伺led.
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1. はじめに
近年、 地方分権化の進展に伴って地方自治体、 特に市町

村の持つ権限が増大し、 自らの裁量で都市計画・ 都市政策
を判断、新子することが可能となりつつある。 このため、
自治体には更なる政策立案・ 新子能力が求められている。
また市民参力四柾会の構築に向けて、都市計画においても、
自治体の市民に対する説明能力の向上や、 政策立案過程へ
の市民参加が求められているところである。

ところで、 市民参加の進展に伴い、「まちづくり」 という
言葉が広く用いられるようになっているo この語自体の定
義・角献は様々であるが、 行政主導で都市計画法の内容に
限定される傾向がある 「従来型の都市計画」！）に対し、住民
主体・住民参加を内含する意味で用いられることが多しぺ
今やまちづくりは、 （i）景観・福祉・ 交通・ 防災・ 農業・ 産
業などあらゆる行政の分野で展開され、（ii）その内容もハー

ド整備からソフト施策までを含み、（iii）関車主体も行政・ 民
間企業・住民・ NPOなど多岐にわたり、（iv）地域内の計画か
ら国土計画まで、 あらゆるレベルにおいて用いられるo す
なわち、「まちづくりJは非常に多様な意味が織り合わさっ
た言葉であるが、 その概念は、（i）分野、（ii）内容、(iii）関連主
体、 （iv）計画レベノレから整理すると捉えやすし、

そもそも都市計画も、 その根幹である土地刷用に関する
問題は工学 ・ 法学・経済学 ・ 柏会学 ・ 政治学等多様な分野
にわたり3瀦論されており、 本質的には多様なものである。

このように、 都市計画とまちづくりをめぐる議論は様々
であるが、 その多様性・ 複雑性を前提としつつも、 都市計
画やまちづくりは現実の自治昨行政のなかで具体的に実践
され、 都市計画の中にいかにまちづくりの概念を組み込む
村もちろんその逆も同駒としづ課題に対しても、 実践の
中で模索されていると言えよう。 この代表的方法として、

たとえば個見l郡市計画にまちづくりとしての一体性・ 整合
性を担保させる都市十画マスタープラン問）の策定や、 ま
ちづくりに法白恨拠を与えるためのまちづくり条例の策定
が挙げられる。 これらは、 都市計画そのものを、多様な内
容と主体の関係が明示的に考慮されたものへ転換する必要
が生じていることを示すとともに、 都市計画とまちづくり
が互いに対応すべきことを意味している。

さて、 以上のような言論は既に都市計画に関車の深い都
市計画審議会 （以下、 都言十軒のあり方と関連させて、 主と
して都市計画に関わる研究者、実務者の間で議論・ 理解さ
れており、その内容は以下の論点に大別することができる。

たとえf占梶原4）は、土生也利用コントロ ーノレを主眼に置いた
都市政策を総併に議論する必要性に言及し、 土士也利用を
基本とした総合都市政策の新面の倣且みとしての 「都市政
策アセスメン卜Jの必要性を論じている。 併せて、 総合的
な議論に客観性を保つために、 都計審の位置づけの改変が
一案であるとしている。

また、 都市計画決定案件にっし 、て調査審議を行う都計審
の機能をさらに拡げるべきとの議論もある。 たとえば、 西
沢5）は、都計審が直張現場で市民の声を聞き、論点を整理し、
定期的に政策提言を行うべきとし、 そのために都計審の設
置根拠を従来の「 （狭義の滞日市計画」から、 より広範な内
容を含む 「まちづくりJ，，....＿拡げる必要を述べている。 以上
と関連して、都市計百運用指針勺こおいても、都市計画法に
は定められていなし 、「都市計画決定手続以外の場面」でも
都計審から意見を求めることが望ましいことが記されてい
る。 このような都計審の活用の仕方を、 仮に、 法定都市計
画に留まらない 「分野横断的運営」 と呼ぶと、 都市計画運
用指針が、 都計審の分野横断的運営を指向していると言え
よう。
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なお、 以上の議論は、 都市計画に関連する各種審議会ま
たは委員妥当以下、審議会／委員会）に留まるのではなく、 最
終的にはそれらに加え、 首長、行政執行部及ひ濡絵と市民
との関係の再構築も視野に入れておく必要があろう。 ただ
し、 本研究は、 地方分権化、 市民彦加型桂会への対応のた
め、多くの自治体、 特に市町村で各種審議会／委員会の運営
改善が進められている現状を考慮して、 まずは審議会や委
員会に着目したい。 その中でも特に、 市町村の都市計画に
深く関わる市町村都計審（以下、 都計審は市町村都計審の
意）は、多分野の関係者から構成されており、個矧郎市計画
案件に知見を反映するだけでなく、必要に応じて関係行政
団体に建議することも可能である。 このような都計審の本
来の設置趣旨に鑑みれば、 都言十審がその運営において、 都
市計画およびその関連分野を分野横断的に議論することも
斯寺でき、都言暗の権能として可能と考えることもできる。

そこで利高では、 都市言十画に深く関わる都計審がその運
営において法定都市計画に留まらない、 多様な領域をカバ
ーするまちづくりへ対応する可能性に関して分析・考察し、
もって今後の都市計画とまちづくりの互いの対応可能性に
関する基礎的資料とすることを目的とするものである。

2. 本研究の枠組みおよび分析方法
( 1 ）研究の枠組み
先に述べたように、 都市計画やまちづくりの内容・ 主体

が多様化する中で、 自治体はその運営において整合性・ 一

体性を確保していかなければならない。 そのためには、 都
市計画とその関車分野の関係性を十分に考慮・ 瑚平し、 個
別計画に反映していくという視点が一層必要となる。 これ
は、 従来多く指摘されているように、 行政内の縦書ljり的軍
営から、 分野横断的に議論・関与するための「出且みJや
「場」 が必要であることを意味しよう。

よって科高で、は、 まちづくりへの対応の検討の前段階と
して、 まちづくりが有す都台野幽第l章）への対応の必妻性
を検証した上で、材高が対象とする都計審がその運営にお
いて分野椀新的な議論の場となりうるか、 また、 そのよう
な場として自治体担当者の聞で期待されているかの2点を
明らかにしたい。具桝句には以下の通りである。
ア）都言惜の分野横断的運営の可能性

都言十審に属せられた主な権能は都精十画決定案件に関す
る調査審議であるが、 その都計審が法定都市計画以外の項
目を扱う事例の実態を明らかにし、 都詐審において分野横
断的な儲リが可能か否かを検言村る。ただし、ず調査内で
は都市計画の本旨である都市計跡,fpは法定都市計画以外
の項目であるため、都市計跡,fpを扱うことも便宜的に分野
横路柏旬との概念に含めることとする。
イ）分野樹新的言語命の必要性認識の把握

次に、 分野横断的な議論の必要性を自治樹E当者が認識
しているか否かを明らかにする。 仮にその様な場としての
機能を有す審議会／委員会が現実にある場合〈都計審とは限
らなしす、 その審議会／委員会名を確認する。
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表－ 1 アンケ一 卜の枠組み
・法定都市計画以外の項目の策定実績の有無

ア）逮営面 ・策定の際の審議自舌用実績の有無
・活用した審議会の活用形態（儲間意見府取報告））
・活用またI対話用しなかった理由僚がl都市恥1P のみ）

イ）担当者 －まちづくりを給合的に議論する場の有無
調後 －必要位認識

表－ 2 アンケー ト調査項目
a都快手続に関する条例 （法l下2）の案の僧戎に係る項目
b都市MPの案の栴戎 c景銀印刷画 d 住主MP
e話通MP f緑のMP E 都市再生単調れ1P
h中心柿掛細企化 l開指折I l産業系の計画
k福祉系の計画 l観兆系の計画 m農業系の計画
n その他 ｜項目ゅは都市言＋面軍用指鮒認識されている項目

以上のように、実際の運営面と担当者認識の2つを把握し、
より現実的に、 都言曜が多分野の領域をカバーし、 まちづ
くりを指向できる可能性を検言すする。

（幻アンケー ト調査項目
前節の研究の桝且みを基に、 表－1のように自治体の都計

審担当者へのアンケート調査項目を設定した。 なお、 回答
者である担当者には、本不高で議論しているまちづくりの多
分野性に関する考え方や定義をアンケート上で説明した上
で回答を求めている。

まず表中ア）「運営面」については、 表引こ示す？去定都市
計画以外の項目の計画策定実績の有無、 策定の際に活用し
た審議会およびその活用形態を設問項目として設定した。
なお、 活用形態とは 「諮問，意見膳諏，報告Jのことを指す。

ここで、 表引こ示引去定都市計画以外の項目のうち、 項
目aの｛都市計画決定手続以下、都決手駒に関する条例（法
17知項）】およひ唄目bの［都市計画区域MPまたは市町村
W】は、都市十面運用指針で、案の作成段階で都言曜に意
見を求めることが望ましいとされているものである。項目b
については、 今回のアンケートの対象は市町村であること
から、 市町中村スク ープラン（以下、 都市開）のみを設問と
して設定した。更に、項目c「叫こl桁肘旦当者数名を対象
としたヒアリング

、
から、 都市計画と関連させて分野横断的

に議論することが望ましいと考えられる各種マスタープラ
ン・ 計画をリストアップしている。

なお、 特に項目a［都決手続に関する条例】と項目b［都
市恥1P）については、都市計画運用指針で言及されているこ
とから、妻lのア）右段最下行に示すように、 当該の審議会
を活用した理由または活用しなかった理由も問うた。

次に表－1内のイ）「分野横断的な議論に関する担当者認請む
について説明する。具備切こは、「法定都市計画か否かに関
わらず、 まちづくりを総合的に競命する場」を想定しても
らい、王助主、そのような場に相当する審議会／委員会がある
か否かを問うている。この際、「総合的」の意味については、
アンケート内に 都市計画の関連分野として表・2の項目a～

mを示し、 これらの分野を横路粕句に議論することを意味す
る旨をアンケート調査票上で説明している。 このような審
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議会／委員会が 「あるJと回答した場合はどの審議会／委員
会がそのような機能を有する場か、 「なし、Jと回答した自治

体には分野横断的な議論の必要性に対する認識を明らかに
する質問を設定した。

3.調査と分析結果
. ( 1)アンケー ト実施状況及E用問審設置状況

都市計画の内容が多様で、 都計審をはじめとする各種審
議会／委員会で、分野横断的な運営がされている可能性の高
い都市計画区域を持つ全国人口10万人以上の251市（政令指
定都市を含む）と、東京特別区23区を合わせた計274市区の
都計審事務局を対象としたアンケート調査を、 平成円年10
月～11月に実施した。 実施方法は全て郵送配布・ 郵送回収
である。 その結果を表引こ示す。 回答は195市区（71.2%）か
ら得られた。

なお、 アンケートでは、決裁等の有無を併せて聞いてい
る。 決裁有は107市、 課内閲覧が2市、決裁無は27市で、 不
明が59市である。 195市中、 最低でも109市出組織としての
回答をしていること、 また、決裁はなくとも、 担当者は実
務を行っている経験を踏まえての回答で、あることを考慮す
れば、 得られた回答にもとづく分析の信頼性は決して低く
ないと考える。

さて、各自治体における都計審の設置状況を表4に示すO
回答のあった自治体のうち、「都市計画法に基づく市町村都
言ド審」を常設していたのは193市区で、 その他l市l区は 「地
方自治法に基づく市町村都言ド審」を設置していた。 ただし
この2市区については、 他の市区と比べ委員構成明軍営、そ
の他の回答内容に大きな差が見られなかったため、材高で
は回答のあった195市区全てを分析対象とするo 以下では東
京特別区も市として集計する。

( 2）法定都時十画以外の項目の策定状況
まず、都計審の分野横断的運営の実態をす目置するために、

法定都市計画以外の項目の策定状況およひ策定時の審議会
活用実績を確認する（図－1）。 なお、 アンケートでは審議会の
活用形態を 「諮問、意見聴取、 報告」に分けて問うたが、
図－ Iに示すように、都市MPを除く各項目の策定実績が全体
の半数以下と少なく、 かっ活用審議会とそのj舌用形態の関
係が極めて多様で集計が困難で、あったため、王即寺点で凶舌
用形態をあえて区矧｝せずに集計し：ι

図．はり、 項目b［都市開］に着目すると、明言十審」の
み、 または 「都詐審Jと 「その他の審議会／委員会（以下、
その他審議会／委員会）Jを併用しながら対応している自治
体が153／円0市（当該項目を策定している自治体の80%）あり、
他の項目と比べてもその割合は高い。 したがって、都市MP
での都計審舌用は一般的と言える。 項目c 【景跡tlP／計画】
や項目e［交通MP】、 項目f［緑の九tlP］も同様に、上述のよ
うな都計審の活用難責がそれぞれA9/67市（同73%）、 12/20市
（同60%）、 38/65市（同58%）と比較的高い。 これは、景観・交
通・ 樹也関車の計画策定におし、て、 土断リ用・ 建築に関す
る規制との関係が強し、ことから、 都言十審八積極的な検討を
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表－ 3 アンケー 卜実施状況
区分 I 送付数 ｜ 田俊数 回収車

人口10万人以上の市
東京糊lj区

2s1c17l I 円伐12)
23 I 19 

70.坦型：唾｝
82.6% 

合計

表－ 4
般陰伏況 市 区 合計

法定都市苦恒渚議会 175 18 193 
地方自治法上の附属機関 2 
必要口芯じて前置／他の機関で附子 。 。 。

メE企2入量ロ」lム 176 19 195 

a（条例）
b（都市MP) 虫... I!- 10 ( 2 来5

。（景観） 24 
d（住宅） 未157
。（交通）

f（緑） 来130
g（都市再生）

h（中活）
，（開発許可） 来170 ・都計審のみを活用

j（産業） 来・183 ロ j観音十審とその他審／委を併用
k（福祉） 来・170

口その他審／委のみを活用I（観光） 未184
m（農業） 未・173 ・不明

n（その他） 朱．未策定 (N=l95) 

図－ 1 法定都市計画以外の項目 の策定杭兄
表－ 5 都計審活用の有無に関する担当者認識

項目a I都決手掛こ騎する条例の察め僧掬こ係る事咽

普官
多条摩例市につ（都い計て審は、に市報議告）会で決定されるもので、却時計画審議会には
報告とし、う形をとっている。
横須賀市（都計審に報告）
本条例は、都市計画扶定等の提案、決定等手続きなどに関「るル，ー
ルであり、都市部職定等事案の審帯コ際には関車性が生じる可能
性があるので、嗣j宿畠程及。湖沼査におし、て報告することにした。

首 厚
厚木木市市住みよいまちづくり条例て都市計画決定手続に関する事項

を定めているが、都計審の権能に属さなし、ので活用してしな川
項目b 随肺岬の骨材骨剖

薦
朝霞市（都計審に諮問） ・ イ弘都制蹄用153市区
都市言惟紙定とは異なるものであるが、都市マスは相耐0湘1市計
画に晶？ずる基材旬な方針であるため、市町制t直接定める最上位の
プランとなる。
大田区一一一一 一一一一一 一一

清
策定のため別に策定委員会を車邸載しているため。

L号型!!i"_J静哩明性占曹塑型哩定季旦全土塑聖一
当市の都市計置瑠議会は、法定都市計画について審帯する場である
ため、調時計画MP策定にあたっては、 標記委員会を設置し、 策定
を行うこととしているから

求めていることを示していよう。 この他、 項目j I産業系の
計画】でl市、 項目k I福祉系の計画】で2市、 項目m［農業
系の計画】で l 市と、 わずかながら都言晴舌用期賓がある。
また、 法定都市T計画以外の項目のうち、少なくとも1つの分
野におし可、都計審の活用難責が見られたのは、159自治体
あった。 以上は、 総体としては、 法定都市計画以外の項目
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の多くの分野において都計審が分野横断的に活用されうる
ことを意味しよ う 。

次に、 運用指針の中でも推奨されている項 目 a［都決手続
に関する条例】、 およひ唄 目b［都市恥1P】の案の作成または
策定段階の都計官舌用の有無に関する、 担当者の回答の理
由を明らかにする（表－5)o ここで注 目 すべきは、 たとえば、
多摩市およひ報額賀市では、 項 目a［都決手続に関する条例】
の内容滞日市計画に深く関車することを考慮して都言曜に
「 報告」を行っている こと、 項 目 b 【都市恥1P】についても
同様に朝霞市をはじめとする153自治体において、［都市MP】
が個々の都市計画の上儲十画であり、 かっ専門的知見の反
映を必要とすることを理由に都言村留舌用を行っている こと
である。 他方、 表内の「 活用なし」 に示されるように、 権
能の明確化の観点から都計審を活用していなし、自治体もあ
る。 すなわち、 項 目 a bでの都計審活用は、 自治制あるい
は担当者）の認識によって判断 ・ 対応が分かれている。

( 3） 審議会活用の類型と分野横断的運営の考察
続いて、 法定都市計画以外の項 目 に対し、 より積極的に

都計審やその他審議 会／委員会を活用している自治体の実
態を明らかにするため、 都計審またはその他審議会／委員 会
の活用状況が類似した自治体 ごとにグルー ピン グし、 グル
ープ ごとにその特徴を明らかにする。 グノレー ピン グは以下
の手順で行った。

まず、 項 目a 臨決手続に関する条例】は策定難責が非常
に少なく、 逆に項 目 b 【都市恥1P］は一般的に策定されてい
るため、 分類基準とはならない ことから、 項 目c「1に関し2
項目以上で都計審を活用した自治体を、 都計審の分野横断
的運営を指向する 自治体とみなし、 A グループとした。 ま
た、 A グ

、
ループ以外の自治体で、 2項 目以上でその他審議会

／委員会を活用している自治体をB グループ、 それ以外の自
治体をC グ

、
ノトプとした。 この結果を表－6に示す。 各 グルー

プにはそれぞれ32市、 26市、 137市が分類された。
この う ちA、 B グループの審議会／委員会の活用実態をそ

れぞれ表・7と表引こ示す。 なお、 C グループは単発的な都計
審またはその他審議 会／委員会の活用である可能性がある
こと、 あるいは法定都市計画以外の項 目 を策定 していない
自1剖本であるため、 分析を省略する。

都言曜の分野横脚句軍営を指向する 自 治体であると判断
できるA グループの自治倫2市をみると、 項目c～nの 1 4項
目中、 最大で4項 目 、 平均で2項 目において都計審の活用実
績がある。 つま り 、 従来の都市計画決定案件の調査審議に
加えて、 他分野の施策についても「諮問、 意見聴取、 報告」
のいずれかの形で都計審が関与する ことは事実上、 可能と
言える。

なお、 Aグノレ‘ープにはその他審議会／委員 会の活用も見ら
れるが、 その内容を詳しく見ると、 たとえば総合計画審議

会（以下、 総言曙）やまちづくり審議会などの特定の審議会／
委員会が複数項 目 に対して活用されるケースがないことが
明らかになった。 すなわち、 都計審が分野横路柏句な筏創を
担 う 場合、 その他審議会／委員 会も分野横附句な役割を担 う
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表－ 6 審議会活周期責による分類
グループ名 定灘

A(n=32) 法定都計外の項目 のうち、 2 項目以上司事暗の
活用実績のある自治体

B(n=26) 法定都計タトの項目のうち、 2 項目以上でその他審議
会均委員会の活用実績のある自治体

C(n=J 3η A グループ，B グノLープを除く全ての自治体

表－ 7 A ゲJl戸プの
審議会／委員会活用実績

表－ 8 B グJI,-プの
審議会／委員会活周期責

ことはー舟史的で、ない。
ただし、 長野県飯田市は、 項 目a［朝快手続に関する条例］、

項 目 b［都市恥1P】に加え、 表中の項 目 c［景観MP／計画】、
項 目f 【緑］の分野で樹博と土地採IJ用計画審議会を活用し
ており、 どちらの審議会も分野横断惟割を有す例外的な
自治体と言える。 この、 土地訴IJ用計画審議会の運営に関す
るヒアリン グ、

調査を行った際、 幅広く都市政策の議論を行
う場としての効果を期待しているとの回答を得ている。 な
お、 A グループの32市に都市規模明白理的鞘教に特定の傾
向は見られなかった。

次にB グノv-ープ iこついて見ょ う 。 B グループは、 法定都市
計画以外の項目においてその他審議 会／委員会を積極的に・
活用している可能性のある26自治体であるが、 特定のその
他審議 会／委員会が表内の複数の項 目 を扱った自治体はな
く、 いずれも単発的な開催であることがわかった。

以上より、 自治体がまちづくりの多分野性に対応しよ う
とすれば、 一般的にはその他審議会／委員 会よ り は都計審が
活用しやすし、状況があると言えよう。

( 4 ） 滑予横断的な議制こ関する担当者の認識
本研究の第二の 目 標である、 イ）「分野横断的議論の必要

性に関する担当者の認言動 を柁躍する。 想定した分野横断
的議論の場に対し、 本節では表・9で整理した集言博吉果およ
び、 担当者認識と実際の運営の整合を確かめ、 次節では回
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答理由を整理して、課題を考察する。なお先にも述べたが、
アンケー卜内では 「まちづくりを総合的に議論する場j と
して設問しているが、 その内容は 「法定都市計画以外の項
目も含めた分野横断的議論j であると明示しているため、
本論ではそのまま 「分野横断的議論J として言自主する。

表制こ、 分野横路柏守議論の場に近い審議会／委員 会の実際
の有無について問うた結果を示す。 なお、 回答のあった195
市中4市（静岡市、 西宮市、 新居浜市、 長崎而が、 分野欄新
的議論の場に相 当する審議会／委員会を複数回答していた。
これらの複数回答も有用な 情報であるため、表－9のO内に延
べ回答として集計している。ただし、当該4市の回答からは、
複数回答のうち どの審議会／委員会がより分野横断的議論
の場に近いかは判断できないため、自治体数の集計からは4
市を脚トして合計191市として処理した。

表θより、 既存の審議会／委員会の中で、 分野横断的議論
の場に相当する場が 「あるJとした自治体は76市（全体の
38%）で、 「なし、」は105市（同53%）である。 回答の内訳を見
ると、 「ある」とした自治体のうち、 「都言ド審」がそのよう
な機能を有する場であると回答したのは26市（ 「あるJと回
答した自治体の34%）、「総計審／委員会（総計審やそれに準ず
る委員会｝Jと回答したのは27市（同35%）、 都計審と総計審
以外の「個別の審議会／委員 会」を回答したのは23市（同30%)
あった。 すなわち、 法定の審議会では、 「都言曙」と 「総計
審j は同程度に分野横降柏守議論の場としての役割を担う可
能性があると言える。

一方、 分野横断的議論の場が 「ない」とした自治体のう
ち、 「必要性を感 じるJと回答した自治体は70市（ 「ない」
と回答した自治体の67%）、 「今後も必要なし 、Jと回答した
自治体は35市（同33%）であった。 すなわち、 分野横断的議論
の場に関し、 おの担当者が必要である と認識している。

以上より、 既存の審議会等を分野横断的議論の場とする
自治体76市と、 そのような場はないが必要性を感じている
自治体70市を合わせると、 1 46市（全体の75%）を 占め、 分野
横断的言語命が必要であるとの認識は多くの自治体で共有さ
れていると言えよう。

次に、担当者認識と実際の運営の整合を確かめるために、
表θの記述無しの10市を除いた18 1市に関し、前節で、の グル
ープ ごとの回答をま と めたものを表・10に示プ九 例として、
実際の運営面で都言曜の分野横断的運営を指向する自治体
で、あるA グ

、／レ」ープ32市の回答を見てみると、 分野横断的議
論の場としての役割を実際に担っている審議 会／委員会が

「都詐審Jと回答した自治体が32市中6市（以下、 6/32市と
示す）ある一方で、、 表中塗りつぶしで示すように、 その場が

「総計審／委員会」や 「個別審議 会／委員会」である、 また
は 「そのような場はなし リ と、 矛盾したとも受け取れる回
答をした自治体がそれぞれ5/32市、 5/32市、 14/32市あ るこ
とがわか る。 同様に、 運営面で 「その他審議会／委員 会j を
多用するBグ、ルーフ。で、 分野横断的議論の場として 「都計
審」を選択しているもの（幻7而、 「都計審」 や 「その他審
議会／委員会」を積極的に活用していなし ℃グツL～プで、 議
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表－ 9 f分野横断的謡曲の場」 の回答
内訳 自制撤（魁咽答蜘

都計審 26(29) 

ある 総計審号委員会 27(29) 

個目噛唾員会 23(27) 

小計 76(85) 

必要 70 

ない 不必要 35 

小計 1 05 

置躍な し ～～～～～～ 1 0 

ぷcl、霊ロ」
l" 1 9 1 (200) 

表－ 1 0 「畑予横断的議鳴の場」 グループ耳lj回答

！£ふにプ
A B c 合併

(n=32) (n=部｝ (n=Bη (N=195) 

都計審 6(38%) 2( 16%) 1 8(38%) 26(34%) 

あり
締晴／委員会 5(3 1 %) 5(42%) 1 7(35%) 27(36%) 

個目噛溝員会 5(3 1 %) 5(42%) 1 3(27%) 23(3俳句
ノj 、言十 1 6( 1 00"/o) 1 2( 1 00"/o) 48( 1（）（円lo) 76*( 1 00"/o) 

必要 6(43%) 5(42%) 59(75%) 7(X6拘も）
なし 不必要 8(5拘も） 7(58%) 20(25%) 35(33%) 

ノj、言十 14( 1 00"/o) 1 2( 1 00"/o) 79( 100"/o) 105＊（ 川悦）
＊ 「分野移脚晴歯『工場」 を重複巨障害 した 4 市を婦十から榔 巾 、る

論の場として 「都計審やその他審議会／委員 会」を濁尺して
いる（48/137而な ど、担 当者の認識と運営実態は必ずしも一

貫していない ことがわかる。
( 5 ） 姫糊断的議駒場に関する課題整理
上述の運営実態と担 当者認識の相違は、 実際に自治体が

まちづくりの多分野性に対応しようとする際の課題と関車
があると考えられる。 そこで、本節では、 分野横断的議論の
場に関して得られた自由回答を基に担 当者の謂哉を整理し、
分野横断的議論の場の設置や宅購リに関わる課題を考察する。

表－ 1 1 に、 分野横断的議論の場が 「あるJと回答した76
市の回答理由および課題認識を整理した結果を示す。表中、
都計審を選択した自治制26而は、 「都計審委員の専門分野
が多岐にわたるJこと、 また 「実際に法定外の項 目 も扱っ
ている」ことな どを理由に、 都言暗が分野横断的議論の場
としての機能を有すると回答している。 また、 回答には、

「まちづくりは都市計画上の規制を伴う」 ことを根拠とし
都計審と回答していた自治体もあったo これに対し、 都市
計画に関する主榊t組織である都計審において分野横附句
議論を期司寺する場合、「幅広い専門知識を身に付けた委員の
確保j 、 「審議すべき案件か否かの線引き」 とあるように、
人材面や、 運営、 議案の設定に課題があることがわかる。

次に、 総言f審／委員 会（27而は、 総合計画は 「各種開や、
個別計画の上位計画である」こ と、 またその策応晶程には

「多分野にわたる行政内関係課が関与する」ことか ら、 総
計審／委員会を選択した自治体である。 しかし、 総計審／委
員会は一般的に総合計画を策定するために必要な2年間を
平期主期としており、「総合計画策定以降開催されなし リ こ

- 29 -



とから、 定常的な分野横断的議論の場ではないこと、 また
は「総合計画は広範すぎるために個々の計画の整合性や十
分な議論がされなし、」 点に課題が残っている。

また、個別の審議会／委員 会（23而は、「臨機応変に対応可
能」な こ と 、 「産・ 官・ 学・ 市民な ど多様な委員構成」を と
りうることを理由に濁尺されている。 一方で、「フ ァ シリテ
ーターとしての人材」「合意形成J「住民と行政のまちづく
り像の違い」等、住民と直接的に関与する上での課題があ
るとし、う回答も目立っている。

以上より、 既存の審議会／委員 会のうち、どこで分野横断
的議論を行 う か、 あるいは行わないかについては、 行政担
当者や担当部局としての認識は様々である。

最後に、「分野横断的議論の場はないが、必要i性を感 じるJ
または 「分野横断的議論の場はないし、 必要もなし、Jと回
答した自治体の回答の代表的論点を表－12に整理する。

まず、 分野横断的議論の場を必要とする自治制70而の
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多くは、場を設定する上で 「法自切尉処がない ことj 「行政内
のセク 、ン ョ ナリズムJに課題を抱えており、 必要性を認識
しつつも実際の対応が不可能としてし、る。 一方で、 表中の
「現時点、で、の対応J欄にあるように、 既存の審議会／委員会
で現実的な対応をしながらまちづくりの有する多分野性を
補完しよう としている自治体も20市ある。

先述のように特定の審議 会／委員会で分野横断的議論を
行っている自治体が現実に相主するこ とをあわせる と、 必
要性の認識の高さを実際の運営の改善につなげるための具
体的方策を検討する必要があろう。 そのためには、 行政の
意識転換が必要であるが、 自治体は湖根拠をもって実務
にあたることが基本であるため、 それのみに斯寺するのは
適切でなし、。 た とえば条例によって既存の審議会／委員会に
その機能を付与する こ とも考えられる。

次に、 表中の分野横附句議論の場を不必要 と する自治体
(35市）には、 先述の必要との回答で挙げられた法的根拠お

表－ 1 1 r分野横断的議論の場J が 『ある」 と した担当者の課題認識
分野繍闘t削i C1;場と して遺ル想曲 値目事自治体劃 遇択 し油織釘委員会で分野祖酬明勘合する上で生 じる欄 巨塔自治体劇
都計審 (n=26)

［帯唯同市十画に関する主体雌息儀 帯可家集団で 随剖 法的に手続 きが定められ担割阻蜘5限られる都計審では議論が難しし 、 〔 1 〕

ある （ 2 ) ［委員1 同島、帯喉日識を身に付けた委員の確保 〔 2 〕

I委員1 委員の草剤分野が多岐にわたる （ 1 ) ［まちづくり】 都市計画サイ ド尚子うまちづくりは、 本新コまちづくりの一部 （ 2 〕

Iまちづく り まちづく り は都市計画上の位置付けそ規 協案］ 審議すべき案件カ若村瀬引 き ・ 法定都市計画に直接関車のなし唄目崎譲重としな

市lを伴 う （ 5 ) い場合がある 〔 3 )

［議案l 鶏聖書に法定外の項目も扱ってし、る （ 5 ) ［幽切剣叫 条例で一対切こ定めてし 、るが、 総制等輪lこ関 U劫明処がない 〔 1 〕
［その他］ 総合言咽との整合性 〔 1 )

総計審倭員会 (n=27)
I委員I 関係線が制動して議論 （ 2 ) I逮営I 総合計画繍定以闘再催されなし、 〔 1 〕
Iまちづく り 総合計画はまちづくりの鵬肪向を明 ら ［議案I 個々 の計画聞の整合性までは議論されなし 、 （ 1 〕

カヰこする最上位の昔咽 （ 8 ) ［その他I 締1審をもってしても総針場輔がし尽くされているとは言い鼎、 （ 1 〕
個別の審議会倭員会 6i=23)

回営】 総併守に議論する には、 常設の場はな じまなし 、
［運営］ 担当部局以外が活用しづら い、 庁内の意貝調整が困難 〔 3 〕 、 議論するに出寺問が

個々 に挙がっ td..賎岳こ対し、臨榔良変に対芯可 少ない （ 1 )

能 （ a ) ［委員1 フ ァ シ リ テーターづくり ［ 1 〕

I委員1 産 ・ 官 ・ 学 ・ 市民など多様な委員檎武 地錫注 ［その他】 都計審との棲み分け 〔 1 〕 市八の要望事項が多く提案事項は少ない 〔 1 ) 市民と

休 庁内の課長級の職員で構成 （ 3 ) 何攻が考えるまちづく り に温度差があ り 、 方向性が決ま らなし 、 （ 1 〕 地掛住民 ・

ステ ク ホノレダ との合意形成 （ 1 〕

表－ 1 2 f畑予横断的議命の場」 は 「ない」 と した担当者の課題認識
始点 「分野欄新官官輸の場」 の必罰金を感 じる (n=?O) F分野楼脚湯輸の場J の必罰金は感 じない （n=35)

制除の場跡tな叫 勘 （自治体劃 般置する上での傾個 O司 ，十 副鎗の場がなb 湾曲 （自治体劃 般置する上で¢唄題 。司 昔＋
設置目的 目的が不明 （ 1） 〔4 〕 5 

場
建

取扱組週 広場酌すぎる （ 1 ) ( 1 〕 2 
法柑蜘 幽守位置付けがなし、から （ 1 0 ) [ 3 〕 1 3  
位酎fけ 組織形態 ［ 1 ） 、 意見の取り扱し、 ［ 1 〕 2 他の観絵とo：模み分け ・関係 （ 2 ) ( 2 〕 4 
議論内容 議論の抽象f� 未I肖化 （ 3 ) ( 1 〕 、 陳情の場になる （ 1 〕 5 議論の抽象f� 剰南化 （ 3 ) 3 
設置効果 鶏擦のプロ ジェ ク ト が道IDわけではない （ 1 )

セ ク シ ョ 調整能力がR主要品してし 、なし 、 （ 1）、 横断自慢館主治3困難 （ 1

ナ リ ズム 2 )  ( 2 〕 、 各制裁は各々の定める範囲を超える議論がされ 2 3  
ない （ 1）、 担当新荘 （ 2 ） 〔 5 〕

関倒7政機関や関係者が股伏 （ 1）、 時間 ・ 費用がかかる逮営 時間 ・費用がかかる 〔 2 〕 、 問題E数が多し、 ［ 1 ) 3 ( 1 )  2 

意識 住民 事業者の理解 （ 1 ) 、 参力暗意識の高揚 〔 1 〕 2 

人材 1福山 焼伺哉を有する者が居ない 〔 1 ） 、 委員の選定が図難 3 幅広し 咲埠哉を有する者が居ない （ 2）、 委員の選定が困難 3 [ 2 )  ( 1 )  

現時点での パブP リ ッ ク コ メ ン ト ・説j月会· WS ( 1）、 個別の審議会 ・

個別の審議会 ・ 委員会 （ 1 0 ） 、 割陰 ・ 庁内会議 （ 3）、 計
対応 委員会 （ 8）、 割陰 ・ 庁内会議 行政主導 （ 1 （））、 計画問 20 画聞の整合性でまちづくりを担保 （ 6 ) 1 9  

の整合性でまちづくりを担保 （ 5 )

他て粗 う べ き 策定調整会議 （ 1）、総合部職定跡皆 （ 3）、 地坊議会 （ 1）、 6 首長 （ 2）、 行政と住民 ( 1）、 地方議会 （ 2）、 まちづく 6 
区民協議会 （ 1 ) り協議会 （ 1 )

・ 30 ・



よびセ ク シ ョ ナリズムに関する課題はなく、 他の論点につ
いても意見が少ないが、 「王舟寺点での対応」 と 町首長や議
会など〉他で担うべ き」 との意見が合わせて25市から挙がっ
ている。まちづくりの多分野性に関してこれらの自治体は、
運営の改善よりは首長や議会の機能発揮によるべきとの認
識があると推察できる。

確かにまちづくりの多分野性において首長、 議会の意思
決定の重みが大きいことは事実である。 しか し、 首長が最
終的な意思決定を行うとしても、 その前段として、 項目a
「nl こ示すような、都市政策の根幹をなす主要な分野には、
高齢売的な調査分析や予測、 客観的 ・ 専門的な評価， 公開が
求め られている明ことを踏まえれば、 これらを首長や議会
のみに求めることは必ずしも適切ではなく、 それに対する
サポート組織の確保も検討されてよい。 このためには、 上
記の寸車のプロセスを行う常設の専門的な審議会とそれを
運営 ・ 調整する行政部局が必要とも言える。

4 . まとめ
本研究は、 法定都市計E政汐トの領域をカバーするまちづ

くりが有す務削生に対し、 従来、 都市計画に深く関与し
てきた都市計画審議会が指向する可能性に関し、 自治体に
対するアンケート調査か ら分析 ・考察を行ったものである。
以下に、 本研究のその成果と考察をまとめる。
l アンケートの回答が得られた全国 1 95市（東京特別区を

含む）のうち、法定都市計画以外の少なくとも l つの分野
において、 都市計画審議会の活用難責が見られたのは、
1 59自治体である。

2. また、 上記の都市計画審議会のうち、 32の自治体では都
情十画審議会が、法定都市計画以外の複数の項目に関与
している。 これは、都市計画審議会が横断的役割を実際
に担え、それが多分野にわたれば都市政策の総合性に対
応でき る可能性があ ることを示している。

3. 一方、都市計画審議会以外の 「その他の審議会または委
員会」 が、複数の領域をカバーす るような自治体は少な
いσ つまり 「その他の審議会または委員会J は、本不高で
議論した横断的役割を担う可能性は低い。

4. 分野樹新的議論の場が必要であると考え、実情に合わせ
て都精十画審議会、総合計画審議会やそれに準ずる委員
会、または個別の審議会または委員会を活用している自
治体は76自f剖本と、 比較的多い。

5. 他方、行政担当者は分野横降粕守議論の場を設ける必要性
を認識しながら、それを実現することについては 「法的
根拠Jや 「セ ク 、ン ョ ナリズムJ の課題を ク リアーする必
要があると捉えている。

6. また、 「まちづくりの多分聖子性への対応は首長の権限で
あり、分野横断的繍命の場出ι要なし、」 との認識を持つ
自治体も35市と、少なからずあった。 首長持絵にその
対応を求めう ることは当然であるが、それをサポートす
る機関 ・ 組織が、 従来型の行政部局、 あるいは審議会 ・

委員会で対応可能かについては議論の余地がある。

（社） 日 本都市計画学会 都市計画論文集 No. 44 2 2009年 10月
Jo urnαI of the City Pl，αnning Institute of Japαn No. 44-2. Octobe1; 2009 

l ～4については、 都市計画審議会は運用次第で多分野に
おけ る横路柏守役割を担う可能性が大きいことを示してい る。
また、 l へ6を踏まえれば、 まちづくりが有す務舟性への
対応は必要であり、 その方法は種々が考えられる。 そのー

っとして、 現時点では都市計画審議会が分野横断的議論の
場として最も近し ザ立置にあり、 自治体の運用次第でその位
置づけは可能であると考えられる。 すなわち、 「諮問、意見
聴取、 報告」 という形態も含め、 多くの自治体で個々に実
施 ・ 実現できている内容を包括することで、 多分野への対
応は可能である。 この際、 都市計画審議会の位置づ けや運
用の仕方、 首長や議会との関係を一層明確化する必要があ
るが、 この点に関しては、 条仔i}f七も含めた対応が必要で、あ
ろう。
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